
（単位老人クラブ精算報告書）

単位老人クラブ名　寿老人クラブ

〒　231-0017

 会 長 住 所　 中区港町１－１　ハイツ港３０１号

ＴＥＬ（　６７１　）２４０６

 会 長 氏 名 　横浜　太郎

次のとおり老人クラブ活動を実施しましたので報告します。
活動期間（２０２３年４月～２０２４年３月実施分）

【上記単位老人クラブ補助金及び活動奨励費（a)の使途内訳】

科　目

円

 横浜市老人クラブ連合会理事長

(a)  ７３，２００ 円

　　　　年　　月　　日

２０２３年度　単位老人クラブ補助金及び活動奨励費精算報告書

　支出合計金額（①＋②＋③）　

 □敬老会　　□誕生会

３，５００円

③その他 ２，９８４円

２０２３年度に受領した単位老人クラブ補助金及び活動奨励費の額

 □スポーツ活動　　　□趣味・文化活動 　　 □学習活動

 □美化・清掃・防犯など地域活動　　□友愛活動

注２ 単位老人クラブ補助金及び活動奨励費は、繰り越すことができません。あまりが生じた場合は、返還していただきます。

注1 補助金及び活動奨励費を受けた老人クラブは必ず提出してください。

活動内容等（複数選択可）

 □総会　　□定例会　　□役員会

(b)７４，３３４円

②行　事 ６７，８５０円

支出内訳

①会　議

□その他（　　　　　　）

 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 □部会　　□広報活動

注３ 関係帳簿及び支出伝票、領収書等関係書類は、事業終了後５年間保管しなければなりません。　

 □事務費　　□通信費

３８，５６０当老人クラブの２０２３年度 次年度繰越額

-１，１３４円(a)－(b)差引

会長の私印または○○老人クラブ
会長印を押印してください。
報告書を訂正する場合は、ここに
押印した印鑑と同じ印鑑で訂正印
を押してください。

２０２３年度の交付決定
通知を確認のうえ、正確に記
入してください。

横

浜

記 載 例

会議や行事以外の経費に使用したものがあれば記入。
市老人クラブ連合会や区老人クラブ連合会への分担金や
慶弔費は助成の対象となりません。
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（単位老人クラブ精算報告書）

〒　

 会 長 住 所　

ＴＥＬ（　　　　）

 会 長 氏 名 印

次のとおり老人クラブ活動を実施しましたので報告します。
活動期間（２０２３年４月～２０２４年３月実施分）

【上記単位老人クラブ補助金及び活動奨励費（a)の使途内訳】

科　目

円

注１　補助金及び活動奨励費を受けた老人クラブは必ず提出してください。

注２　単位老人クラブ補助金及び活動奨励費は、繰り越すことができません。あまりが生じた場合は、返還していただきます。

注３　関係帳簿及び支出伝票、領収書等関係書類は、事業終了後５年間保管しなければなりません。　

　当老人クラブの２０２３年度 次年度繰越額

２０２３年度に受領した単位老人クラブ補助金及び活動奨励費の額

活動内容等（複数選択可）

 □総会　　□定例会　　□役員会

(b)　　　　　円

 □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②行　事 円

支出内訳

円(a)－(b)差引

 □部会　　□広報活動

 □スポーツ活動　　　□趣味・文化活動 　　 □学習活動

 □美化・清掃・防犯など地域活動　　□友愛活動

 □事務費　　□通信費

 横浜市老人クラブ連合会理事長

(a)  　　　　　 円

　　　　年　　月　　日

２０２３年度　単位老人クラブ補助金及び活動奨励費精算報告書

　支出合計金額（①＋②＋③）　

 □敬老会　　□誕生会

円

③その他 円

①会　議

□その他（　　　　　　）

　

　

　単位老人クラブ名
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